
stage 警戒レベル相当
芹田地区自主防災会(芹田防災会)の対応

芹田防災会⇒団体防災会・市民

団体自主防災会＊1 (団体防災会)の対応

団体防災会⇒役員・市民
市民の対応

＊2 備　考　欄

▪芹田防災会全体会・役員会の定期開催

▪防災学習会・防災訓練の定期開催

▪防災計画・タイムラインの見直し検討

▪防災学習会・防災訓練の定期開催

▪防災備品、資機材の備蓄

▪団体防災計画、タイムライン見直し検討

▪要配慮者
＊3 

へ避難先等の確保の為の支援

▪防災学習会、防災訓練への参加

▪マイ・タイムライン作成

▪要配慮者
＊3

 は、自ら避難先・避難手段・

　支援者を複数確保

▪防災備蓄品の準備

防災

stage

0

警戒を要する台風接近と気象情報

(犀川、裾花川上流域を含む)

▪芹田防災会事務局が対応

▪支所、防災関係機関の防災情報を提供

　台風進路予想、府県気象情報、台風・大雨説

　明会等の防災情報

▪防災情報の取得、災害の心構えを促す

▪役員に、芹田防災会の防災情報を提供

▪役員は、犀川・裾花川の水位情報を取得

▪市民に気象情報を注視し、災害の心構へを

　促す

▪気象情報に注意し、災害に心構える

防災
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警戒レベル 1 相当
＊4

(河川管理者)

 早期注意情報＊5  (警戒級の可能性)

水防団待機水位(目安)

　犀 川・小市 ー0.5m、陸郷 2.5ｍ

　裾花川・岡田 0.5ｍ

▪災害警戒本部の設置、事務局対応

▪大雨・河川水位等の防災情報を継続的把握

▪支所・防災関係機関の防災情報を提供

　台風進路予想、府県気象情報等の防災情報

▪団体防災会へ「防災計画」の確認を促す

▪「防災計画」を確認し、防災活動を開始

▪災害警戒本部設置時期の協議と開設

▪大雨、河川水位等の防災情報を継続的把握

▪市民にマイ・タイムラインを確認し、さら

　に災害への心構えを促す

▪マイ・タイムラインを確認し、災害への

　心構えを高める

▪自ら、大雨・河川水位等の防災情報を継

　続的に把握

＊5 早期注意情報：警報級の現象が5日先

　までに予想されているときには、その可

　能性を「早期注意情報」(警報級の可能

　性)として［高］,［中］の2段階で発表

防災
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警戒レベル 2 相当(河川管理者)

　大雨・洪水注意報＊6

氾濫注意水位 (水防団出動の目安)

　犀　川・小市 0.0m、陸郷 3.3ｍ

　裾花川・岡田 1.1ｍ

▪配備役員、氾濫注意水位を目安に本部へ参集

▪市(支所)と団体防災会との情報を相互共有

　府県気象情報、台風・大雨説明会、洪水予測

　、冠水・浸水情報、交通情報、団体防災会活

　動情報等

▪「防災計画」による防災活動の継続

▪芹田防災会との防災情報を相互共有

▪市民に避難支度の開始を促す

▪可能な「一時避難場所」の開設

▪要配慮者・早めの避難を望む人への支援

▪避難支度の開始・点検

▪要配慮者は自ら、避難先・避難手段・支

　援者を手配  　「一時避難場所」

▪要配慮者、早めの避難を望む人自ら避難

「一時避難場所」

＊6 大雨注意報：大雨による土砂災害や浸

　水害が発生する恐れがあると予想したと

　きに発表　洪水注意報：河川の上流域で

　の大雨や融雪により下流で生じる増水に

　より洪水災害が発生する恐れがあると予

　想したときに発表
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警戒レベル 3 相当(河川管理者)

　高齢者等避難＊7 発令の目安

避難判断水位

　犀　川・小市 1.5m、陸郷 4.5ｍ

　裾花川・岡田 2.0ｍ

▪市(支所)、団体防災会との情報を相互共有

▪災害警戒本部、避難判断水位に達する目安に

　活動停止

 高齢者等避難(発令)⇒指定緊急避難場所(開設)

 芹田支所：Lv.3相当で警戒態勢(開始)

▪芹田防災会、市民との情報を相互共有

▪避難では隣近所への声かけを促す

▪団体災害警戒本部、避難判断水位に達する

　目安に活動停止➡防災支援者は自助活動へ

▪高齢者等、要配慮者は自ら危険な場所か

　ら安全な場所へ避難

　「指定緊急避難場所」「一時避難場所」

▪避難では隣近所への声かけを実施

＊7 高齢者等避難：避難に時間のかかる高

　齢者や障がいのある方や、乳幼児、妊婦

　等の方、氾濫流・河岸浸食による家屋倒

　壊等の地域の方は、避難を開始
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警戒レベル 4 相当(河川管理者)

　避難指示＊8発令の目安

氾濫危険情報水位

　犀　川・小市 1.8m、陸郷4.8ｍ

　裾花川・岡田 2.6ｍ

▪市民全員が速やかに危険な場所から安全

　な場所へ避難を完了する

　「指定緊急避難場所」「一時避難場所」

▪避難では隣近所への声かけを実施

＊8 対象地域の方は全員速やかに危険な場

　所から避難先へ避難
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警戒レベル 5＊9 相当 緊急安全確保

　氾濫発生情報(氾濫の発生)

▪命の危険、直ちに安全確保！

　(より安全な場所へ避難)

＊9 既に災害が発生・切迫した状況。直ち

　に安全な場所で命を守る行動

復興

stage
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芹田地区又は近隣地区＊10 が被災 ▪芹田地区災害対策本部を開設、役員招集

▪市(支所)、団体防災会と協議のうえ、被災状

　況の把握、避難所の生活環境の保全と復興に

　向けた必要な災害対策を、団体防災会へ協力

　要請

▪団体防災会災害対策本部開設

▪芹田地区災害対策本部と連携し、被災情報

　の共有、避難所の生活環境の保全と復興に

　向けた必要な災害対策に当たる

▪市民に対し災害対策に関する協力要請

▪団体防災会の要請による、災害対策に関

　する支援活動への協力

＊10 市(支所)、団体防災会よりの情報よ

　り、芹田地区内及び近隣地区の被災発生

　が認められた時

＊1 団体自主防災会：行政連絡区と諸団体

　の自主防災組織を総称

＊2 市民：住民・就業者・来訪者等の芹田

　地区に在する人々

＊3 要配慮者：災害の危険から身を守るこ

　とに何らかの困難を抱え、周囲の配慮や

　支援が必要になる人で、高齢者、障がい

　のある人、乳幼児のほか、妊産婦、傷病

　者、内部障害者、難病患者、言葉や地理

　に詳しくない外国人が対象

＊4警戒レベルは長野市、警戒レベル相当

　は国土交通省、気象庁、長野県が発令

芹田地区自主防災会　身を守るタイムライン（風水災害）

自主的でためらいの無い、早めの避難　　　　災害から命を守るには、市民一人ひとり

平　　　　　時


